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論壇
１
、
事
実
認
定
と
税
法
の
解
釈
適
用
の
関
係

「
税
法
上
の
実
質
主
義
・
租

税
回
避
防
止
等
如
何
な
る
理
由

か
ら
で
も
、
私
法
上
全
く
有
効

に
形
成
さ
れ
た
法
律
効
果
自
体

は
こ
れ
を
絶
対
に
否
定
で
き
な

い
」
。
こ

れ

は
、
昭

和
４２
年

に

発
表
さ
れ
た
古
典
的
な
名
論
文

と
評
価
で
き
る
渡
辺
伸
平
判
事

（
当
時
）
に
よ
る
指
摘
で
あ
る

（
注
１
）
。
そ

の

意

味

内

容

は
、
現
実
に
有
効
に
成
立
し
た

法
律
行
為
に
よ
り
発
生
し
て
い

る
法
的
効
果
又
は
経
済
的
成
果

の
存
在
自
体
を
、
税
法
の
解
釈

適
用
の
場
面
に
お
い
て
否
定
す

る
こ
と
は
許
さ
れ
な
い
こ
と
を

論
じ
た
も
の
で
あ
る
。

す
な
わ
ち
、
税
法
の
解
釈
適

用
の
問
題
は
、
私
法
上
の
法
律

効
果
・
経
済
的
成
果
等
（
事
実
）

が
前
提
と
さ
れ
て
、
そ
の
認
定

さ
れ
た
事
実
を
、
解
釈
さ
れ
た

税
法
の
条
文
（
課
税
要
件
）
に

適
合
さ
せ
て
、
租
税
法
律
関
係

が
形
成
さ
れ
る
と
い
う
も
の
で

あ
る
。
こ
の
よ
う
な
私
法
上
の

「
事
実
の
確
定
」
と
税
法
の
解

釈
適
用
に
よ
る
租
税
法
律
関
係

の
形
成
の
認
定
プ
ロ
セ
ス
を
示

せ
ば
、
次
の
と
お
り
で
あ
る
。

生
起
し
た
事
実
の
把
握
と
認
識

①

�
《
事
実
認
定
》

事
実
の
確
定

②

�
《
税
法
の
適
用
》

税
法
の
解
釈

こ
こ
で
、
①
の
事
実
の
確
定

の
プ
ロ
セ
ス
は
、
私
法
上
の
領

域
で
あ
り
、
②
の
税
法
の
解
釈

適
用
は
税
法
固
有
の
領
域
の
問

題
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
①

の
私
法
上
の
領
域
に
、
②
の
領

域
の
要
因
で
あ
る
「
租
税
回
避

意
思
の
有
無
」
等
の
税
法
固
有

の
要
因
の
介
在
す
る
余
地
は
な

い
。
そ
の
租
税
回
避
意
思
は
、

②
の
領
域
の
問
題
と
し
て
機
能

す
る
こ
と
に
な
る
。
こ
の
点
を

誤
っ
た
の
が
、
住
所
認
定
に
お

い
て
租
税
回
避
意
思
を
重
視
し

た
武
富
士
事
件
の
控
訴
審
判
決

で
あ
る
。
ま
た
、
興
銀
事
件
控

訴
審
判
決
は
、
私
法
上
の
①
の

領
域
に
お
い
て
確
定
し
て
い
る

解
除
条
件
付
債
権
放
棄
の
法
形

式
を
何
ら
の
根
拠
も
な
く
停
止

条
件
付
債
務
放
棄
と
置
き
換
え

て
税
法
を
適
用
し
た
誤
謬
を
犯

し
た
の
で
あ
る
（
注
２
）
。

２
、
私
法
上
の
事
実
と
広
義
の
租
税
回

避
行
為
の
否
認
法
理
と
の
関
連

前
記
の
①
の
「
事
実
の
確

定
」
の
私
法
上
の
領
域
の
問
題

に
は
、
真
実
の
法
形
式
を
認
定

し
て
課
税
す
る
「
仮
装
行
為
の

否
認
」
、
当
事
者
間
の
採
用
し

た
法
形
式
と
現
実
の
法
的
、
経

済
的
成
果
と
の
間
に
齟
齬
を
来

し
て
い
る
場
合
、
当
事
者
間
の

真
の
意
図
は
、
法
的
、
経
済
的

成
果
に
即
し
た
他
の
法
形
式
の

採
用
で
あ
る
と
認
定
す
る
「
事

実
認
定
の
実
質
主
義
」
が
含
ま

れ
る
。

こ
れ
に
対
し
て
、
本
来
の

「
講
学
上
（
狭
義
）
の
租
税
回

避
行
為
の
否
認
」
の
法
理
は
、

採
用
し
た
「
異
常
、
不
合
理
な

法
形
式
」
に
よ
り
顕
現
さ
れ
て

い
る
私
法
上
の
法
的
、
経
済
的

成
果
（
真
実
に
存
在
す
る
事
実

・
①
の
領
域
）
を
前
提
と
し

て
、
②
の
税
法
上
の
領
域
に
お

い
て
の
み
、
こ
れ
と
同
様
の
法

的
、
経
済
的
成
果
を
生
じ
さ
せ

る
「
他
の
通
常
の
合
理
的
行

為
」
に
引
き
直
し
て
、
税
法
の

課
税
要
件
規
定
に
当
て
嵌
め
て

課
税
関
係
を
形
成
す
る
と
い
う

も
の
で
あ
る
。
こ
の
場
合
も
、

私
法
上
全
く
有
効
に
形
成
さ
れ

た
法
的
・
経
済
的
成
果
自
体
を

否
定
す
る
も
の
で
は
な
い
こ
と

に
留
意
す
べ
き
で
あ
る
。

冒
頭
引
用
し
た
、
渡
辺
判
事

の
指
摘
す
る
論
理
の
意
義
は
、

こ
の
点
に
あ
る
。
と
こ
ろ
が
、

現
実
の
課
税
実
務
及
び
司
法
実

践
に
お
い
て
は
、「
講
学
上
（
狭

義
）
の
租
税
回
避
行
為
の
否

認
」
で
あ
る
同
族
会
社
の
行
為

計
算
の
否
認
又
は
組
織
再
編
に

係
る
包
括
的
否
認
規
定
の
適
用

に
お
い
て
、
か
か
る
ル
ー
ル
が

失
念
さ
れ
て
い
る
事
例
が
見
ら

れ
る
の
で
あ
る
。
そ
こ
に
、
現

在
の
租
税
回
避
行
為
否
認
の
混

迷
が
あ
る
。
そ
の
象
徴
的
な
立

法
が
、
同
族
会
社
の
行
為
計
算

の
否
認
規
定
の
適
用
に
お
け
る

対
応
的
調
整
の
減
額
規
定
の
創

設
で
あ
る
。

３
、
租
税
回
避
行
為
否
認
の
混
迷
と
そ

の
課
題

創
設
規
定
（
通
説
）
で
あ
る

同
族
会
社
の
行
為
計
算
の
否
認

規
定
に
よ
れ
ば
、
株
主
が
同
族

会
社
に
過
大
管
理
料
を
支
払
っ

た
場
合
に
は
否
認
さ
れ
る
が
、

非
同
族
会
社
に
対
す
る
支
払
は

否
認
で
き
な
い
こ
と
に
な
る
。

し
か
し
な
が
ら
、
そ
の
過
大
支

払
い
の
必
要
経
費
控
除
が
認
め

ら
れ
る
は
ず
も
な
い
。
こ
の
場

合
、
①
の
私
法
上
の
領
域
に
お

い
て
、
実
質
主
義
に
よ
り
過
大

管
理
料
部
分
は
非
対
価
性
の
支

出
と
し
て
贈
与
の
認
定
が
な
さ

れ
る
が
、
対
応
的
調
整
は
機
能

し
な
い
。
一
方
、
同
族
会
社
に

対
す
る
過
大
管
理
料
の
支
払
い

を
同
族
会
社
の
行
為
計
算
の
否

認
規
定
に
よ
り
、
そ
の
経
費
性

を
否
認
し
て
い
る
の
は
、
②
の

税
法
固
有
の
領
域
に
属
す
る
問

題
で
あ
る
。
そ
う
す
る
と
、
支

払
の
相
手
先
が
非
同
族
会
社
の

場
合
は
①
の
私
法
上
の
領
域
、

同
族
会
社
に
対
す
る
も
の
は
②

の
税
法
固
有
の
領
域
の
問
題
と

い
う
こ
と
に
な
る
が
、
そ
も
そ

も
、
同
様
の
行
為
の
否
認
の
根

拠
が
異
な
る
合
理
的
な
理
由
は

な
い
。
し
か
も
、
同
族
会
社
に

対
す
る
同
族
会
社
の
行
為
計
算

の
否
認
規
定
に
よ
る
否
認
は
対

応
的
調
整
が
認
め
ら
れ
、
非
同

族
会
社
に
対
す
る
否
認
は
、
対

応
的
調
整
は
認
め
ら
れ
な
い
と

い
う
説
明
不
能
な
不
合
理
な
事

態
を
招
来
す
る
の
で
あ
る
。
こ

れ
が
、
現
行
法
の
下
に
お
け
る

同
族
会
社
の
行
為
計
算
の
否

認
、
す
な
わ
ち
、「
講
学
上
（
狭

義
）
の
租
税
回
避
行
為
の
否

認
」
と
私
法
上
の
事
実
認
定
の

問
題
と
を
混
同
し
た
こ
と
に
よ

る
混
迷
を
象
徴
す
る
も
の
と
い

え
よ
う
。

こ
れ
と
同
様
の
誤
謬
を
犯
し

た
の
が
、
被
相
続
人
が
、
死
亡

前
に
同
族
会
社
が
保
有
す
る
値

下
が
り
し
た
土
地
建
物
を
帳
簿

価
額
で
買
い
取
り
（
高
価
買

取
）
、
未
払
金
と
し
て
、
そ
の

被
相
続
人
の
相
続
税
の
計
算
上

債
務
控
除
し
た
申
告
に
つ
き
、

相
続
税
法
６４
条
（
同
族
会
社
の

行
為
計
算
の
否
認
）
を
適
用
し

て
、
そ
の
高
価
部
分
の
債
務
控

除
を
否
認
し
た
大
阪
地
裁
平
成

１８
年
１０
月
２５
日
判
決
の
事
例
で

あ
る
。
す
な
わ
ち
、
当
該
未
払

金
の
私
法
上
の
法
的
効
力
が
否

定
で
き
な
い
以
上
、
未
払
債
務

を
承
継
し
た
相
続
人
が
債
務
控

除
で
き
る
の
は
当
然
で
あ
り
、

し
た
が
っ
て
、
同
条
を
適
用
し

て
、
①
の
税
法
上
の
領
域
に
お

い
て
の
み
当
該
未
払
債
務
の
存

在
（
効
力
）
を
否
定
し
て
債
務

控
除
を
否
認
す
る
こ
と
は
許
さ

れ
な
い
。
こ
の
場
合
、
当
該
高

価
買
取
り
の
売
買
契
約
の
実
質

は
、
時
価
に
よ
る
売
買
契
約
と

高
価
部
分
の
贈
与
契
約
の
混
合

契
約
で
あ
る
と
認
定
し
て
（
法

基
通
７－

３－

１
参
照
）
、
そ
の

高
価
部
分
の
未
払
債
務
は
、
書

面
に
よ
る
贈
与
債
務
と
し
て
、

当
該
債
務
を
債
務
控
除
す
る
こ

と
に
な
る
。
こ
の
こ
と
は
、
売

買
代
金
を
現
金
で
支
払
っ
た
後

に
相
続
が
開
始
し
た
場
合
に
照

ら
せ
ば
、
明
ら
か
で
あ
ろ
う
。

売
買
契
約
に
よ
る
高
価
部
分
の

未
払
金
の
存
在
と
い
う
法
的
、

経
済
的
成
果
を
否
定
し
て
、
税

法
上
、
不
存
在
と
し
て
否
認
す

る
の
は
、
そ
の
否
認
の
法
理
の

限
界
を
逸
脱
し
て
い
る
と
い
う

こ
と
で
あ
る
。

最
近
、
報
道
さ
れ
た
ヤ
フ
ー

の
事
件
は
、
適
格
合
併
に
係
る

被
合
併
法
人
の
繰
越
欠
損
金
の

引
継
ぎ
控
除
が
、
組
織
再
編
に

係
る
包
括
的
否
認
規
定
（
法
人

税
法
１
３
２
の
２
）
が
適
用
さ

れ
て
否
認
さ
れ
た
事
案
で
あ

る
。
そ
の
否
認
の
主
た
る
根
拠

は
、
共
同
事
業
要
件
と
し
て
の

経
営
参
加
要
件
の
特
定
役
員
引

継
要
件
を
充
足
し
て
い
る
に
も

か
か
わ
ら
ず
、
ヤ
フ
ー
の
代
表

取
締
役
が
被
合
併
法
人
の
特
定

役
員
（
副
社
長
）
に
就
任
し
た

こ
と
は
形
式
的
な
も
の
に
過
ぎ

な
い
と
し
て
、
同
条
の
包
括
的

否
認
規
定
に
よ
り
否
認
が
な
さ

れ
た
よ
う
で
あ
る
（T

&
A
m
a

ster

№
４
１
６
、
４
〜
５
頁
）
。

こ
の
場
合
も
、
ヤ
フ
ー
の
代
表

取
締
役
が
被
合
併
法
人
の
特
定

役
員
（
副
社
長
）
に
就
任
し
た

法
的
事
実
を
、
②
の
税
法
上
の

領
域
に
お
い
て
、
租
税
回
避
行

為
と
し
て
否
認
し
て
「
引
き
直

す
」
こ
と
は
不
可
能
で
あ
り
許

さ
れ
な
い
。
現
実
に
、
被
合
併

法
人
の
正
式
な
機
関
が
承
認

し
、
同
法
人
の
特
定
役
員
に
選

任
さ
れ
た
以
上
、
私
法
上
は
、

ヤ
フ
ー
の
代
表
取
締
役
は
被
合

併
法
人
の
特
定
役
員
で
も
あ
る

と
い
う
法
的
事
実
に
よ
り
、
経

営
参
加
要
件
で
あ
る
合
併
当
事

会
社
の
特
定
役
員
就
任
と
い
う

要
件
を
充
足
し
て
い
る
と
い
う

こ
と
に
な
る
。
し
た
が
っ
て
、

包
括
的
否
認
規
定
に
よ
り
、
①

の
私
法
上
発
生
し
て
い
る
合
併

当
事
会
社
の
特
定
役
員
就
任
と

い
う
真
実
に
存
在
す
る
法
的
事

実
を
、
②
の
領
域
の
税
法
の
解

釈
適
用
に
お
い
て
の
み
特
定
役

員
に
就
任
し
て
い
な
い
と
認
定

（
擬
制
）
す
る
こ
と
は
、
自
家

撞
着
に
陥
っ
て
い
る
も
の
で
あ

り
許
さ
れ
な
い
。

こ
の
課
税
の
根
拠
が
、
当
該

被
合
併
法
人
の
特
定
役
員
が
形

式
的
で
あ
り
、
実
質
的
な
特
定

役
員
の
就
任
で
は
な
い
と
い
う

の
で
あ
れ
ば
、
そ
の
否
認
は
、

①
の
私
法
上
の
領
域
に
お
け
る

仮
装
行
為
の
否
認
又
は
実
質
主

義
の
否
認
に
よ
る
べ
き
も
の
で

あ
り
、
②
の
税
法
の
領
域
の
組

織
再
編
に
係
る
包
括
的
否
認
規

定
の
適
用
の
問
題
で
は
な
い
。

こ
こ
で
も
、「
講
学
上
（
狭
義
）

の
租
税
回
避
行
為
の
否
認
」
の

意
義
が
正
解
さ
れ
て
い
な
い
現

実
が
見
ら
れ
る
。

我

々

は
、
再

度
、「
税

法

上

の
実
質
主
義
・
租
税
回
避
防
止

等
如
何
な
る
理
由
か
ら
で
も
、

私
法
上
全
く
有
効
に
形
成
さ
れ

た
法
律
効
果
自
体
は
こ
れ
を
絶

対
に
否
定
で
き
な
い
」
と
い
う

渡
辺
判
事
の
指
摘
を
再
認
識
す

べ
き
で
あ
る
。
そ
の
上
で
、
こ

の
場
合
、
仮
に
、
否
認
で
き
な

い
の
は
不
正
義
で
あ
る
と
い
う

の
で
あ
れ
ば
、
そ
れ
を
証
明
し

た
上
で
、
特
定
資
本
関
係
形
成

前
に
特
定
役
員
引
継
要
件
が
実

現
さ
れ
て
い
る
場
合
に
限
る
等

の
個
別
規
定
を
措
定
し
て
制
限

す
べ
き
で
あ
る
。

（
了
）

（
注
１
）
渡
辺
伸
平
「
税
法
上

の
所
得
を
巡
る
諸
問
題
」

『
司
法
研
究
報
告
書
』
第
１９

輯
１
号（
１
９
６
７
年
）２８
頁
。

（
注
２
）
中
里
実
執
筆
担
当
・

中
里
実
・
太
田
洋
・
弘
中
聡

浩
・
宮
塚
久
編
著
『
国
際
租

税
訴
訟
の
最
前
線
』
有
斐
閣

（
２
０
１
０
年
）
４７
頁
〜
６１

頁
は
、「
私
法
上
の
法
形
成

を
無
視
し
て
課
税
を
行
う
こ

と
は
で
き
な
い
」「
私
法
上

の
取
引
が
あ
り
、
そ
の
後
の

課
税
が
あ
る
」
と
指
摘
し
て

い
る
の
は
、
か
か
る
否
認
が

許
さ
れ
な
い
こ
と
を
指
摘
し

て
い
る
の
で
あ
る
。

税
法
の
解
釈
適
用
に
お
け
る
私
法
上
の
認
定
事
実

〜
包
括
的
租
税
回
避
否
認
規
定
の
位
置
付
け
〜
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